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第14号様式 (第 8条関係 )

(そ の 1)

1

(ふ り が な )

政 治 団 体 の 名 称

さきやまさほこうえんかい

収 支 報 告 書

(電 話 )
090-3736-0056

※ 事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

資金管理団体の指定の期間

か ら

日ま

(令和  5 年分)

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間
令 和 年    ′ 日から

日ま

崎山さほ後援会

2 主 た る事務 所 の所 在 地

糟屋郡篠栗町中央4丁 目16番35号

3代 表 者 の 氏 名

崎山 佐穂

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

崎山 桂

連絡先

(担 当者 )
梶原 秀康

の

□ 政党
□ 政党の支部
□ 政治資金団体

□ 政治資金規正法第 18条の2

第 1項の規定による政治団体
日 その他の政治団体
□ その他の政治団体の支部

の

９
“ の の

の の

盤

□ 有

(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)

資金管理団体

の届出を した

者 の 氏 名

国会議員康係政治 ヨ体の区分
□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項

第 1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の  氏  名

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別)
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※選挙管理委 会使用欄



(その2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
ｎ

〉

員 数   (党費又は会費を納入 した人の数)

ｎ

〉

+②

(前年報告書の繰越額)

(本年の収入)

③ (その13の合計を記入)

①+②一③

864′418

ｎ

〉

収 入 総 額

864′418`

支 出 総 額 864′4187

翌年への繰越額 0

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金額 備考

864′418 内訳を (そのフ)に記入
(寄附者の区分 :個人)

0

0 内訳を (その7)に記入
(寄附者の区分 :法人その他の団体)

0 内訳を (そのフ)に記入
(寄附者の区分 :政治団体)

864′418´ ④

ｎ

〉

イ 政党匿名寄附
ｎ

〉 ⑤

合 計 (ア +イ ) 864′418ノ ④+⑤

必須様式(2/4)

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項目別金額の内訳 の (1)～ (6)の 計

(ア)個人からの寄附

(う ち特定寄附 )

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

ノJヽ言十 ((ア)+(イ )+(ウ))

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの)



(7)寄附の内訳 菫皿壁艶Ω[勤ニヒ1二朋L巳コ延とと 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日
住所(団体にあつては、主たる事務所の所
在地)

職業(団体にあって
は、代表者の氏名)

備 考

崎山 佐穂 500′000 R5。 2.25 糟屋郡篠栗町大字尾仲395-2-203 保育士

梶原 ゆか り 300′000 R5。 4。 1 糟屋郡篠栗町大字尾仲395-2-404 無職

崎山 佐穂 64′418 R5。 4.26 保育士糟屋郡篠栗町大字尾仲395-2-203

この 買 の 小 計 864′418

そ の 他 の 寄 附

計△
ロ

864′418

(その7)

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載して差し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その13)

3 支出項目別金 の内訳

す「H牛ボ 当諺 団 休 | 大 蔀 マは す 熱 で ふ ふ 津、の ιrつい て ι士 層 日 ビ ルの箱
'か

借 ,者,閣 ιrの
☆支出がある場合は、本様式は必須となる。

■

１

日
［項 金額 (円 )

備考 (※ )

ｎ
ｖ ⑥

「資金管理団体」又は「国会臓員関係政治団体」
である期間中の支出は、項目(人件費を除く)ご
とに様式(その14)に内訳を記載すること

ｎ
ｖ ⑦

21′690 ③

⑨
ｎ
ｖ

小   計

(4)事務所費

1 経常経費

(1)人件費

(2)光熱水費

(3)備 品・消耗品費

21′ 690 ヽ
ソ

κ
ヽ (⑥～⑨の計)

ｎ
ｖ

ヽ
ノ

イ
Ч

項目ごとに 様式 (その15)に 内訳を記載すること

ヽ
夕

κ
ヽ631′ 689/

211′ 039′
ヽ
ノ

κ
ヽ (ア +イ +ウ +工 )

ｎ
ｖ

211′ 039′

ｎ

〉

ｎ

〉

ヽ
ツ

κ
ヽ

ｎ
〉

ｎ
〉

ヽ
ノ

κ
ヽ

ヽ
ツ

だ
ヽ

ｎ
ｖ

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

小   計

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選 挙関係費

(6)そ の他の経費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

842′ 72し ヽ
ノ

κ
ヽ (①～①の計)

(⑩+① )合   計 864′ 418/

※

記入 し、併せてその内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

した交付金 る支出
は支部に対 して供与

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コ 1
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(その15)

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 選挙関係費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日 支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあっ
ては、主たる事務所の所在地)

備 考

報酬 62′ 500ン R5。 4.22 廣田洋子 / 糟屋郡篠栗町大字乙犬1026-3/

ビラ印刷 137′ 232 R5。 4.26/ 花田印刷 / 糟屋郡篠栗町中央4-16-1′

立看板 64′680/ R5.4。 26/ 商業美術 坂元/ 糟屋郡篠栗町大字田中176-遍
∈:

拡声器 リース 66′000/ R5.4.26/ 商業美術 坂元
/

′■′Ъ

糟屋郡篠栗町大字田中176寺ぜ
層
ヒ
」

遊説カー リース 167′ 398 R5。 4.26 商業美術 坂元 ′ 糟屋郡篠栗町大宇田中176→
eこ

一
つ
１．

こ の 頁 の 小 計 497′ 810

そ の 他 の 支 出 133′ 879

△
『コ 計 631′ 689ノ

1



(その15)

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

9

1

11

12

13

14

15

政治活動費の内訳

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 宣伝事業費

支出を受けた者の住所(団体にあっ
ては、主たる事務所の所在地)

備 考支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

討議資料印刷 59′400/ R5.2.27/ 花田印刷 ′ 糟屋郡篠栗町中央4-16-1′

立看板 138′ 16し R5。 3.29 商業美術 坂元/ 糟屋郡篠栗町大字田中176-ギ
v′

活素
t_r― ′

V

197′ 560/こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出 13′479

△
『コ 計 211′ 039′



(その17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 tr(※ )

銅
`正

備   考

ア 土  地 □

イ 建  物

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

工 取得の価額が 100万 円を超える動産

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。)

力 金銭信託

キ 有価証券 □ 日

ク 出資による権利 □

ケ 貸付先ごとの残高が 100万 円を超える貸付金

コ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金 日

サ 取得の価額が 100万円を超える施設の利用に関する権利 日

シ 借入先ごとの残高が 100万 円を超える借入金 □

必須様式(3/4)
※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入すること。

日

□

日



(その20)

巳
彗  童
面     日

添付書類 (別添のとおり)

日 1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

□ 3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成 したものであって、真実に相違ありません。

宣誓日

令和  6 年  3 月  5 日

政治団体の名称  崎山さほ後援会

会計責任者の氏名 崎山 ;桂
/riヽ
r ‐1“ ル 、

vi ノ
ヽこコ/

【署名又は記名押印】

※ 以下は鰹幽止曇凶巳立五自型凶L立ヨ墜」L」里散届L箋饉 立五上墨菫騒艶豊LE塑」L入すること。

代表者の氏名

ヽ
―

―

―

―

″

【署名又は記名押印】

(備考)会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類
の提示又は提出を行 うこと。ただ し、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない

政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提出する場合
にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これ らの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示
又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

た圭´

必須様式 (4/4)


